
一般社団法人日本病院薬剤師会常勤役員規程	
 

	
 

（目的）	
 

第	
 １	
 条	
 本規程は、一般社団法人日本病院薬剤師会（以下、日病薬という）定款第２３

条第１項に規定する事項について定めることを目的とする。	
 

（常勤役員の範囲） 

第 ２ 条	
 会長は原則として常勤とする。但し、やむを得ない事由により総会の承認を得

た時は、この限りではない。	
 

２	
 専務理事は常勤とする。	
 

３	
 副会長は会務の遂行上必要と認められた場合に常勤となることができる。ただ

し、常勤副会長は１名以内とする。	
 

（就任） 

第 ３ 条	
 常勤役員は、次の各号の事由を全て充たした場合に就任する。 

（１）総会で役員として選出されたこと	
 

（２）理事会で常勤役員の区分となる役職に選定されたこと	
 

２	
 常勤副会長となろうとする者は、前項に加え総会の承認を得なければならない。	
 

（退任）	
 

第	
 ４	
 条	
 常勤役員は、次の各号の事由により退任する。	
 

（１）総会の決議により常勤を解かれたとき	
 

（２）役員の任期が満了したとき又は役員を退任したとき	
 

（報酬）	
 

第	
 ５	
 条	
 常勤役員の報酬は、基本報酬、通勤手当、住宅手当及び退職金とする。	
 

（基本報酬）	
 

第	
 ６	
 条	
 常勤役員の基本報酬額は、任期１年あたり会長は１２００万円、副会長及び専

務理事は１０００万円とし、月額報酬は年報酬額の１２分の１を支給する。	
 

ただし、会務遂行のために所属組織を退職して常勤役員となった場合、当該組

織で定められている定年までの期間又は６５歳に達した直後の６月のいずれか

早く到達する時期を限度に、会長は１５００万円、副会長及び専務理事は１２

００万円を上限として現給を保証する。それ以後は本会の規定によるものとす

る。	
 

（通勤手当）	
 

第	
 ７	
 条	
 通勤手当は、通勤のために公共交通機関を利用している場合に実費相当額を支

給する。	
 

（住宅手当）	
 

第	
 ８	
 条	
 住宅手当は、常勤役員として就任するに際して、新たに自ら居住する住宅を借

り受けた場合に実費相当額を支給する。 

（福利厚生）	
 



第	
 ９	
 条	
 健康で安全に職務を遂行できるようにするために、次の各号を行う。	
 

	
 	
 	
 （１）社会保険事業主負担	
 

	
 	
 	
 （２）健康診断（年１回）	
 

第１０条	
 常勤役員の基本報酬、通勤手当、住宅手当及び社会保険事業主負担は就任日の

属する翌月の初日から退任日の属する月の末日までとする。ただし就任日が月

の初日である場合は就任月から適用するものとする。	
 

退職金）	
 

第１１条	
 常勤役員の退職金の額は、任期１年あたり会長は１００万円、副会長及び専務

理事は８０万円とする。	
 

	
 	
 	
 	
 ２	
 退職金は常勤役員が退任する月の末日に支給する。	
 

（審査会）	
 

第１２条	
 報酬に関する事項を審査するため、常勤役員報酬審査会（以下、審査会という）

を置く。	
 

２	
 審査会は日病薬定款細則第５条別表１に定める各地区の会長が各地区から選出

された代議員の中から指名した者をもって組織する。	
 

第１３条	
 委員は各地区１名とする。	
 

第１４条	
 審査会は次の職務を行う。	
 

	
 	
 	
 （１）４年に一度、常勤役員改選前年度の通常総会までに、基本報酬、退職金及び

功労金の額が、民間事業者の役員の報酬及び日病薬の経理の状況その他の事

情を考慮して不当なものとならないよう検討を行い、結果を理事会に報告す

ること	
 

	
 	
 	
 （２）第５条各号に定める事由に該当後、遅滞なく退任する常勤役員の功労金にか

かる審議を行い理事会に報告すること	
 

（改廃）	
 

第１５条	
 本規程の改廃は理事会の決議を経て総会において行う。	
 

	
 

附則	
 本規程は平成１６年２月７日より実施する。	
 

本規程の実施に伴い「社団法人日本病院薬剤師会常勤役員に関する規程」（平成１３

年２月１０日）及び「社団法人日本病院薬剤師会常勤役員報酬規程」（平成１３年２

月１０日）は廃止する。	
 

本規程は、第４４回通常代議員会において、一般社団法人移行後も継続することが承

認され、一般社団法人への移行に伴う一部改正が行われた。	
 

本改正の施行日は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（以下「整備法」という。）第１２１条において準用する同法第１０６条第１項に定

める一般法人の設立の登記の日とする。 

 



平成２３年９月１７日付の改正は平成２４年度通常総会以後に常勤役員に就任した

者から適用する。 

	
 

一部改正	
 平成２３年２月５日	
 	
 

一部改正	
 平成２３年９月１７日	
 

 


